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第１章 基本的な考え方 

 

 

１ 国土強靭化の概要 

 

 平成 25年 12月、大規模自然災害等に備えた強靭な国づくりに向けて、「強くしなやか

な国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靭化基本法（平成 25年法律

第 95号）」（以下「基本法」という。）が制定され、国土強靭化に関する施策を総合的かつ

計画的に推進することが定められた。さらに、この基本法に基づいて、国土強靭化に係る

他の計画の指針となる「国土強靭化基本計画」（以下「基本計画」という。）が定められ

た。 

 基本法では、東日本大震災から得られた教訓を踏まえ、必要な事前防災及び減災その他

迅速な復旧復興に資する施策を総合的かつ計画的に実施することが重要であるとともに、

国際競争力の向上に資することに鑑み、大規模災害等からの国民の生命、身体及び財産の

保護並びに大規模災害等の国民生活及び国民経済に及ぼす影響の最小化に関連する分野に

ついて、現状の評価を行うこと等を通じて、当該施策を適切に策定し、これを国の計画に

定めること等により行うことを基本理念としている。 

 

 

２ 国土強靭化地域計画の概要 

 

 基本法では、地方公共団体の責務として、「国土強靭化に関し、地域の状況に応じた施

策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する」としている。 

町は、この基本法に基づき、いかなる自然災害が発生しようとも、「致命的な被害を負

わない強さ」と「速やかに回復するしなやかさ」を持った「強靭な地域づくり」を推進す

るための「南部町国土強靭化地域計画」を策定することとした。 

 

 

３ 計画の位置付け 

 

 本計画は、基本法第 13条に基づく国土強靭化地域計画として策定するものであり、国

土強靭化の観点から、南部町総合計画をはじめとする様々な分野の計画等の指針となるも

のである。 
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４ 基本的な進め方 

 

 町の強靭化は、いわば町のリスクマネジメントであり、以下のＰＤＣＡサイクルを繰り

返すとともに、常に直前のプロセスに戻って見直すことで取組みを推進する。 

 

 

 

                  Ｐｌａｎ 

① 強靭化が目指すべき目標を明確にした上で、主たるリスクを特定・分析 

 

② 「起きてはならない最悪の事態」と影響を分析・評価した上で、目標に 

照らして脆弱性を特定 

 

③ 脆弱性を分析・評価し、脆弱性を克服するための課題とリスクに対する

対応方策を検討 

 

④ 課題解決のために必要な政策の見直しを行うとともに、対応方策につい

て、重点化、優先順位を付ける 

 

                    Ｄｏ 

⑤ 計画的に実施 

 

Ｃｈｅｃｋ  

⑥ その結果を適正に評価 

 

Ａｃｔｉｏｎ 

⑦ 全体の取組を見直し、改善 

 

               ＰＤＣＡサイクルの実践 
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第２章 国土強靭化の推進目標 

 

 次のとおり、「基本目標」、「事前に備えるべき目標」及び「取組方針」を設定する。 

 

 

１ 基本目標 

 本町における強靭化を推進する上での基本目標を次のとおり設定する。 

① 人命の保護が最大限図られること 

② 社会の重要な機能が致命的な障害を受けず維持されること 

③ 町民の財産及び公共施設に係る被害の最小化 

④ 迅速な復旧復興 

 

 

２ 事前に備えるべき目標 

 本町における強靭化を推進する上での事前に備えるべき目標を次のとおり設定する。 

① 直接死を最大限防ぐ 

② 救助・救急、医療活動等が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生活環

境を確実に確保する 

③ 必要不可欠な行政機能を確保する 

④ 必要不可欠な情報通信機能・情報サービスを確保する 

⑤ 経済活動を機能不全に陥らせない 

⑥ ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の被害を最小限にとどめる

とともに、早期に復旧させる 

⑦ 制御不能な複合災害・二次災害を発生させない 

⑧ 社会・経済が迅速かつ従前より強靭な姿で復興できる条件を整備する 

 

 

３ 取組方針 

 本町における強靭化を推進する上での取組方針を次のとおり設定する。 

 

（１）基本方針 

  ・ 本町の強靭化を損なう原因をあらゆる側面から検討すること 

・ 長期的な視野を持って計画的に取組むこと 

・ 地域間連携の強化、地域活力の向上に寄与する取組であること 

 

（２） 適切な施策の組合せ 
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  ・ ハード対策とソフト対策を適切に組合せ、効果的に施策を推進すること 

・ 「自助」、「共助」及び「公助」を適切に組合せ、官と民が適切に連携及び役割分

担して取組むこと 

・ 平時にも有効に活用される対策となるよう工夫すること 

 

（３）効率的な施策の推進 

  ・ 町民需要の変化等を踏まえ、施策の重点化を図ること 

・ 既存社会資本の有効活用等により、効率的かつ効果的に施策を推進すること 

・ 施設等の効率的かつ効果的な維持管理に資するものであること 

・ 国・県の施策、民間資金の積極的な活用を図ること 

 

（４）地域の特性に応じた施策の推進 

  ・ コミュニティ機能の向上を図るとともに、強靭化の担い手が適切に活動できる環

境整備に努めること 

・ 女性、高齢者、子ども、障害者、外国人等に十分配慮して施策を講じること 

・ 自然との共生、環境との調和、景観の維持に配慮すること 

 

（５）県、周辺自治体、民間事業者等との連携・協働 

  ・ 地域強靭化を効果的に進めるため、県、周辺自治体との相互連携による情報共有

の確保、適切な役割分担に努めること 

・ 災害時の応急対応等に備えた協定を締結するなど、広く連携を促進すること 

・ 計画の内容が広く町民、民間事業者等に正しく理解され、適切に実行されるよう

周知に努めること 
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第３章 脆弱性評価 

 

１ 脆弱性評価の方法 

 

 本町の強靭化の推進を図る上で必要な事項を明らかにするために、本町が直面するおそ

れがある大規模自然災害に対し、現行の取組のどこに問題があるのか脆弱性の評価を行

う。 

 脆弱性の評価は、国が定めた大規模自然災害等に対する脆弱性評価の指針に基づき実施

した。 

 

【脆弱性評価、推進方針検討の流れ】 

① 想定するリスクの特定 

   

② 施策分野の設定 

        

③ 「起きてはならない最悪の事態」の設定 

 

④ 脆弱性の評価 

   （「最悪の事態」を回避するために行っている現行の取組を分析・評価） 

 

⑤ 推進方針の検討 

（脆弱性の評価結果に基づき、今後必要となる施策とその推進方針を検討） 

 

※ 起きてはならない最悪の事態ごと、施策分野ごとに整理 

 

２ リスクの特定 

 

 国土強靭化基本計画と同様、大規模自然災害を対象とし、特定する自然災害は、地震

（南海トラフ地震）、富士山火山噴火、豪雨・豪雪とする。 

 

（１）地震 

 ① 南海トラフ地震（うち、東海地震）については、発生の切迫性が指摘されており、

地震が発生した場合に著しい地震災害が生ずるおそれがある。そのため、本町は地

震防災対策を推進する必要がある「防災対策推進地域」に指定されている。 

 ② 活断層による地震（糸魚川―静岡構造線地震）については、発生した場合本町に及

ぼす影響が大きいと予想される。 
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（２）富士山火山噴火 

  気象庁の定義による活火山とは、概ね 1万年以内に噴火した証拠がある、又は、活発

な噴気活動がある火山をいう。富士山は、1707年に噴火記録（宝永噴火）があるので、

活火山である。今後、富士山で大規模な噴火が起きた場合、本町に火山灰の堆積が予想

される。 

 

（３）豪雨・豪雪 

 ① 豪雨災害については、急峻な山々に囲まれていることから、台風などの豪雨による

河川の氾濫、土砂災害により大きな被害を被った多くの記録がある。 

 ② 豪雪災害については、平成 26年 2月の豪雪で道路網が寸断され、陸の孤島となり、

長期の停電や物資の不足など、町民生活に大きな影響を及ぼした。 

 

（４）その他 

  こうした大規模な自然災害は、同時発生などにより複合災害になることも想定しなけ

ればならない。 

 

３ 起きてはならない最悪の事態 

 

 強靭化計画の策定に当たっては、地域を強靭化していく上で目標を明確にしていく必要

がある。このため、脆弱性の評価にあたっては、第２章で設定した「基本目標」及び「事

前に備えるべき目標」に、「起きてはならない最悪の事態」（リスクシナリオ）」を想定し

た上で行うこととし、本町の地域特性を踏まえ、３1のリスクシナリオを設定した。 

 

事前に備えるべき目標 起きてはならない最悪の事態 

 

 

 

 

１ 

 

 

 

 

直接死を最大限防ぐ 

1-1 住宅・建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊や

不特定多数が集まる施設の倒壊による多数の死傷

者の発生 

1-2 住宅密集地や不特定多数が集まる施設における大

規模火災による多数の死傷者の発生 

1-3 豪雨等による突発的又は広域かつ長期的な市街地

等の浸水による多数の死傷者の発生 

1-4 大規模な土砂災害による多数の死傷者の発生 

1-5 豪雪等に伴う多数の死傷者の発生 

 

 

 

 

2-1 交通網の寸断・途絶等により被災地で必要な物資

が行き渡らない事態 
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２ 

 

 

救助・救急、医療活動

等が迅速に行われると

ともに、被災者等の健

康・避難生活環境を確

実に確保する 

2-2 多数かつ長期にわたる孤立集落等の同時発生 

2-3 消防等の被災等による救助・救急活動等の絶対的

不足や医療施設及び関係者の被災、交通網やライ

フラインの寸断・途絶等による医療機能の麻痺又

は大幅な低下 

2-4 想定を超える大量かつ長期の観光客を含む帰宅困

難者への水・食料、休憩場所等の供給不足 

2-5 被災地における疫病・感染症等の大規模発生 

2-6 劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理による多

数の被災者の健康状態の悪化・死者の発生 

 

３ 

 

必要不可欠な行政機能

を確保する 

3-1 広範囲かつ長期的な停電発生に伴う信号機の停止

等による重大な交通事故や深刻な交通渋滞の多発 

3-2 交通網やライフラインの寸断・途絶や職員の被災

による行政機関の長期にわたる機能不全 

 

 

４ 

 

必要不可欠な情報通信

機能・情報サービスを

確保する 

4-1 電力供給停止等による情報通信の麻痺・長期停止 

4-2 テレビ・ラジオ放送の中断等により災害情報が必

要な者に伝達できない事態 

4-3 災害時に活用する情報サービスが機能停止し、情

報の収集・伝達ができず、避難行動や救助・支援

が遅れる事態 

 

 

 

５ 

 

 

 

経済活動を機能不全に

陥らせない 

5-1 サプライチェーンの寸断等による企業の生産力低

下による経営の悪化や倒産 

5-2 エネルギー供給の停止による、社会経済活動・サ

プライチェーンの維持への甚大な影響 

5-3 基幹的交通ネットワーク（中部横断自動車道・鉄

道）の機能停止又は町外との交通の遮断による物

流・人流への甚大な影響 

5-4 食料等の安定供給の停滞 

 

 

６ 

ライフライン、燃料供

給関連施設、交通ネッ

トワーク等の被害を最

小限にとどめるととも

に、早期に復旧させる 

6-1 電力供給ネットワークや石油・ＬＰガス等サプラ

イチェーン等の長期にわたる機能の停止 

6-2 長期にわたる水道の供給停止 

6-3 地域交通ネットワークの分断 

6-4 防災インフラの長期にわたる機能不全 

  7-1 沿線・沿道の建物倒壊に伴う閉塞 
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７ 

制御不能な複合災害・

二次災害を発生させな

い 

7-2 ため池、防災インフラ、天然ダム等の損壊・機能

不全や堆積した土砂・火山噴出物の流出による多

数の死傷者の発生 

7-3 有害物質の大規模拡散・流出 

7-4 農地・森林等の荒廃による被害の拡大 

 

 

８ 

 

社会・経済が迅速かつ

従前より強靭な姿で復

興できる条件を整備す

る 

8-1 大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復

旧・復興が大幅に遅れる事態 

8-2 復旧・復興を担う人材等（専門家、コーディネー

ター、労働者、地域に精通した技術者等）の不

足、地域コミュニティの崩壊等により復旧・復興

が大幅に遅れる事態 

8-3 貴重な文化財や環境的資産の喪失、地域コミュニ

ティの崩壊等による有形・無形の文化財の衰退・

損失 

  

４ 施策分野 

 

 脆弱性評価は、基本法において国土強靭化に関する施策の分野ごとに行うこととされて

いるため、基本計画の施策分野を参考に、個別施策分野として８分野、横断的分野として

３分野を設定した。 

 

（１）個別施策分野 

  ① 行政機能・消防 

  ② 住宅・都市 

③ 保健医療・福祉 

④ 産業・エネルギー 

⑤ 情報通信 

⑥ 交通・物流 

⑦ 農林水産 

⑧ 国土保全 

  

（２）横断的分野 

  ① 老朽化対策 

  ② リスクコミュニケーション 

  ③ 地域振興 
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５ 脆弱性評価の結果 

 

（１）脆弱性評価の実施手順 

  ３１の「起きてはならない最悪の事態」ごとに、それを回避するための現行施策を抽

出し、現行施策で対応が十分かどうか、脆弱性の分析・評価を実施した。さらに、分野

ごとの取組み状況が明確になるよう施策分野ごとに整理した。 

 

（２）脆弱性評価の結果 

  起きてはならない最悪の事態ごとの脆弱性評価の結果は、別紙１のとおりである。 

  また、施策分野ごとの脆弱性評価の結果は、別紙２のとおりである。 

  なお、現行施策のうち、継続実施していく必要がある施策については、今後、限られ

た財源等の中で、より効果的、効率的に強靭化を推進していくために、施策の重点化を

図りつつ、ハード整備とソフト対策の適切な組合せなど様々な工夫が必要である。 
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第４章 南部町強靭化の推進方針 

 

 第３章における脆弱性評価の結果を踏まえ、今後、本町の強靭化に向けて取組むべき、

起きてはならない最悪の事態ごと、施策分野ごとの推進方針を次のとおりとする。 

 

１ 起きてはならない最悪の事態ごとの推進方針 

 

１．直接死を最大限防ぐ 

 1-1 住宅・建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊や不特定多数が集まる施設の倒壊

による多数の死傷者の発生 

  ■ 大規模建築物等、インフラの耐震対策及び長寿命化を促進し、災害に強いまち 

づくりを推進する。 

  ■ 住民参加型の防災訓練等の各種訓練などを通して地域防災力の強化を図るととも

に、民間企業、国・県関係機関、各種団体等との協定の締結及び連携により防災体

制の強化を図る。 

◇防災体制の充実・強化 

     ・災害時に備えた民間企業等との協定締結の推進 

    ◇地域防災力の強化 

     ・住民参加型の地震防災訓練の実施 

     ・地区における防災訓練の実施 

     ・地区防災計画等の作成促進 

     ・町立小中学校における避難所運営体制（エリア防災会）の整備推進 

    ◇建築物等の耐震対策の推進 

     ・木造住宅等の耐震化の促進 

     ・避難路確保のための建築物等の耐震化の促進 

    ◇災害に強いまちづくりの推進 

     ・空き家対策の推進 

     ・電線類の地中化の推進 

    ◇インフラの長寿命化、耐震化 

     ・町営住宅の長寿命化の推進 

     ・緊急輸送道路の橋りょうの耐震化の推進 

     ・橋りょうの長寿命化の推進 

    ◇災害時応急対策の推進 

     ・災害時における応急仮設住宅建設及び民間賃貸住宅の提供についての協力体

制の整備推進 
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 1-2 住宅密集地や不特定多数が集まる施設における大規模火災による多数の死傷者の

発生 

  ■ 役場庁舎、公的施設、大規模建築物、インフラの耐震対策及び長寿命化を促進す

るとともに、災害に強いまちづくりを推進する。 

■ 住民参加型の防災訓練等の各種訓練などを通して地域防災力の強化及び防災体制

の強化を図る。 

■ 災害時要援護者の避難受け入れ体制の整備等を促進するとともに、障害者に対す

る情報支援体制の構築を図る。 

    ◇防災体制の充実・強化 

     ・大規模災害発生時の初動対応訓練の実施 

    ◇地域防災力の強化 

     ・住民参加型の地震防災訓練の実施 

     ・地区における防災訓練の実施 

     ・地区防災計画等の作成促進 

     ・文化施設等における防災対策の推進 

    ◇町庁舎等の耐震対策 

    ◇インフラの長寿命化、耐震化 

     ・町営住宅の長寿命化の推進 

    ◇建築物等の耐震対策の推進 

     ・保育所・幼稚園の耐震化の推進・促進 

     ・避難路確保のための建築物等の耐震化の促進 

     ・小中学校校舎、屋内運動場及び柔剣道場の耐震対策の推進 

     ・有形文化財（建造物）の耐震対策の推進 

     ・医療施設の耐震化の推進 

    ◇災害に強いまちづくりの推進 

     ・空き家対策の推進 

    ◇災害時要援護者等の支援体制の充実 

     ・災害時要援護者等の避難場所としての高齢者施設、児童福祉施設及び障害者

福祉施設の利用の促進及び高齢者施設への緊急入所ができる体制の検討 

     ・災害時の介護支援者の確保推進 

     ・障害者に対する情報支援体制の構築 

 

 1-3 豪雨等による突発的又は広域かつ長期的な市街地等の浸水による多数の死傷者の

発生 

  ■ 河川整備等の治水対策、農地の浸水対策とともに、洪水時の広域避難体制の構

築・水防訓練等を推進する。 
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  ■ 災害時要援護者避難対策、災害時応急対策実施のための関係団体との連絡体制等

の推進とともに、土地利用と一体となった減災対策や水防用資材の更新・備蓄を

実施する。 

    ◇地域防災力の強化 

     ・広域避難計画の策定及び訓練の実施 

    ◇福祉避難所等の運営体制の充実等 

     ・避難行動要支援者支援マニュアルの策定・運用 

    ◇農地の保全等による災害対策の推進 

     ・浸水・浸食被害を防ぐ農業用水利施設等の整備 

    ◇災害時応急対策の推進 

     ・災害時における応急対策業務の協力体制の構築 

    ◇洪水被害等を防止する治水対策の推進 

     ・洪水被害を防止する河川整備の推進 

    ◇水防対策の推進 

     ・水防訓練の実施 

     ・水防用資材の備蓄の推進 

 

 1-4 大規模な土砂災害による多数の死傷者の発生 

  ■ 治山施設や砂防施設整備等の土砂災害対策を進めるとともに、農地の保全等によ

る災害対策や森林の公益的機能の維持・増進を図る。 

  ■ 災害発生時の初動対応訓練、応急業務の協力体制の推進等による防災体制の強化

を図る。 

  ■ 農業・農村のもつ多面的機能が十分に発揮されるよう荒廃農地解消対策等を行

う。 

    ◇防災体制の充実・強化 

     ・大規模災害発生時の初動対応訓練の実施 

    ◇災害時応急対策の推進 

     ・災害時における応急対策業務の協力体制の構築 

    ◇森林の公益的機能の維持・増進 

    ◇土砂災害対策の推進 

     ・治山事業による土砂災害対策の推進 

     ・土砂災害を防ぐ砂防施設整備の推進 

    ◇農地の保全等による災害対策の推進 

     ・老朽化した農業用ため池の整備 

     ・土砂災害等を防ぐ農業用水利施設等の整備 

    ◇農業・農村の多面的機能の維持・増進 
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     ・荒廃農地解消対策の推進 

 

 1-5 豪雪等に伴う多数の死傷者の発生 

  ■ 民間企業、国・県関係機関、各種団体等との協定の締結及び連携の強化、緊急物

資・燃料の確保を推進し、防災体制の強化を図る。 

    ◇行政の災害対応力の強化 

     ・他自治体との連携推進 

◇防災体制の充実・強化 

     ・災害時に備えた民間企業等との協定締結の推進 

    ◇災害時保健医療体制の整備 

     ・透析患者及び在宅酸素使用者の支援体制の整備 

    ◇災害時応急対策の推進 

     ・災害時における応急対策業務の協力体制の構築 

    ◇緊急物資・燃料の確保 

     ・緊急物資の調達（調達の協定） 

     ・災害時における燃料確保の推進 

     ・緊急物資の確保・供給（調達の協定、県外救援物資受け入れ体制の整備） 

◇道路除排雪計画の策定 

     ・道路除排雪計画の策定、運用 

    

 

２．救助・救急、医療活動等が迅速に行われるとともに、被災者等の健康・避難生活環 

境を確実に確保する 

 2-1 交通網の寸断・途絶等により被災地で必要な物資が行き渡らない事態 

  ■ 土砂災害対策施設整備、インフラの長寿命化、耐震化、農地の保全対策等を推進

するとともに、災害時に備えた道路ネットワークの整備を図る。 

  ■ 生活必需物資の調達、燃料サプライチェーン維持、応急対策業務実施等のための

各関係事業者との協定締結を推進するとともに、発災後の道路機能を迅速に回復さ

せるための道の駅等の防災機能の拡充を推進する。 

  ■ 県と連携した備蓄物資等の確保、避難所等の食料・防災資機材の確保、医薬品の

確保などの対策を実施する。 

    ◇地域防災力の強化 

     ・備蓄物資等の確保 

     ・耐震性貯水槽の整備推進 

    ◇交通規制及び交通安全対策の実施等 

     ・緊急輸送道路の通行に関する広域訓練の実施 
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    ◇インフラの長寿命化、耐震化 

     ・水道施設及び水道管の耐震化の推進 

     ・緊急輸送道路の橋りょうの耐震化の推進 

     ・橋りょうの長寿命化の推進 

    ◇社会福祉施設の防災資機材等の整備 

     ・高齢者施設及び障害者福祉施設における防災資機材等の整備促進 

    ◇災害時保健医療体制の整備 

     ・医薬品等の備蓄・供給体制の整備 

     ・災害時医療従事者の確保 

     ・災害時の栄養・食生活支援の実施体制の確保 

    ◇緊急物資・燃料の確保 

     ・緊急物資の調達（調達の協定） 

     ・災害に強い物流システムの構築 

     ・災害時における燃料確保の推進 

     ・緊急物資の確保・供給（調達の協定、県外救援物資受け入れ体制の整備） 

    ◇災害時応急対策の推進 

     ・災害時における応急対策業務の協力体制の構築 

     ・道路の点検・啓開方法マニュアルの策定及び訓練の実施 

    ◇道の駅等への防災施設の整備 

     ・道の駅等の防災機能の確保 

    ◇災害時に備えた道路ネットワークの整備推進 

     ・林道網の整備、確保（災害時の代替輸送路、集落の孤立化防止） 

     ・老朽化した林道施設の長寿命化及び機能強化 

     ・基幹農道の整備 

     ・大規模地震などの発生時に緊急輸送道路となる幹線道路の整備 

     ・大規模地震などの発生時に避難路となる生活道路の整備 

     ・道路防災危険箇所等の解消 

◇道路除排雪計画の策定 

     ・道路除排雪計画の策定、運用 

    ◇農地の保全等による災害対策の推進 

     ・土砂災害等を防ぐ農業用水利施設等の整備 

     ・老朽化した農業用ため池の整備 

    ◇土砂災害対策の推進 

     ・土砂災害を防ぐ砂防施設整備の推進 

      

 2-2 多数かつ長期にわたる孤立集落等の同時発生 
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  ■ 治山施設や砂防施設整備等の土砂災害対策、公益的機能が発揮される森林の整

備・保全、農地の保全対策等を推進するとともに、道路整備、インフラの耐震

化・長寿命化などにより災害時に備えた道路ネットワークの整備を図る。 

  ■ 生活必需物資の調達等のための各関係事業者との協定締結を推進するとともに、

発災後の道路機能を迅速に回復させるための道の駅等の防災機能の拡充を推進す

る。 

    ◇緊急物資・燃料の確保 

     ・緊急物資の調達（調達の協定） 

     ・緊急物資の確保・供給（調達の協定、緊急物資受け入れの整備） 

    ◇道の駅等への防災施設の整備 

     ・道の駅等の防災機能の確保 

    ◇災害時に備えた道路ネットワークの整備推進 

     ・林道網の整備、確保（災害時の代替輸送路、集落の孤立化防止） 

     ・老朽化した林道施設の長寿命化及び機能強化 

     ・基幹農道の整備 

     ・大規模地震などの発生時に緊急輸送道路となる幹線道路の整備 

     ・大規模地震などの発生時に避難路となる生活道路の整備 

     ・道路防災危険箇所等の解消 

    ◇インフラの長寿命化、耐震化 

     ・緊急輸送道路の橋りょうの耐震化の推進 

     ・橋りょうの長寿命化の推進 

◇道路除排雪計画の策定 

     ・道路除排雪計画の策定、運用 

    ◇森林の公益的機能の維持・増進 

    ◇農地の保全等による災害対策の推進 

     ・土砂災害等を防ぐ農業用水利施設等の整備 

     ・老朽化した農業用ため池の整備 

    ◇土砂災害対策の推進 

     ・土砂災害を防ぐ砂防施設整備の推進 

      

 2-3 消防等の被災等による救助・救急活動等の絶対的不足や医療施設及び関係者の被

災、交通網やライフラインの寸断・途絶等による医療機能の麻痺又は大幅な低下 

  ■ 他自治体との連携推進及び合同訓練の実施、ヘリポートの確保・整備、災害装備

資機材の整備、災害拠点医療施設のライフライン確保体制の整備、災害時保健医療

体制の整備、医療施設の耐震化等による地域防災力の強化及び防災体制の強化を図

る。 
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    ◇行政の災害対応力の強化 

     ・他自治体との連携推進 

    ◇防災体制の充実・強化 

     ・災害装備資機材の整備の推進 

    ◇地域防災力の強化 

     ・消防防災ヘリポートの確保・整備の推進 

◇福祉避難所等の運営体制の充実等 

 ・避難行動要支援者（災害時要援護者）対策訓練の実施 

◇災害時応急対策の推進 

 ・災害時における保健医療救護の協力体制の構築 

◇災害時保健医療体制の整備 

     ・透析患者及び在宅酸素使用者の支援体制の整備 

    ◇建築物等の耐震対策の推進 

     ・医療施設の耐震化の推進 

    ◇自立・分散型エネルギーシステムの導入等 

     ・防災拠点施設における自立・分散型電源等の導入の推進 

    ◇通信機能の強化 

 ・災害時の災害拠点医療施設等における通信機能の確保 

 

 2-4 想定を超える大量かつ長期の観光客を含む帰宅困難者への水・食料、休憩場所等

の供給不足 

  ■ 帰宅困難者・滞留者対策の推進 

    ◇帰宅困難者対策等の推進 

     ・帰宅困難者等の搬送体制の構築 

     ・庁舎内の避難者の対応検討 

     ・帰宅困難者対策の推進 

    ◇滞留旅客対策等の推進 

・観光事業者等と連携した帰宅困難者・滞留旅客対策の推進 

 

 2-5 被災地における疫病・感染症等の大規模発生 

  ■ 災害時の保健指導体制の整備、防疫体制の構築、家畜伝染病対策等の推進を図

る。 

    ◇災害時保健医療体制の整備 

     ・災害時における保健指導マニュアルの作成 

    ◇災害時応急対策の推進 

・環境悪化を防ぐための応急対策の推進 
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 2-6 劣悪な避難生活環境、不十分な健康管理による多数の被災者の健康状態の悪化・

死者の発生 

  ■ インフラの耐震化を推進するとともに、災害時に備えた災害時保健医療体制の整

備を図る。 

  ■ 災害発生時の初動対応訓練、応急業務の協力体制の構築による防災体制の強化を

図る。 

  ■ 地域人材の育成、ボランティア団体等との連携などにより、地域防災力の強化を

図るとともに、避難所等の運営体制の充実、地域活性化への発展を図る。 

    ◇地域防災力の強化 

     ・避難所運営マニュアルの作成促進 

     ・避難所管理者と自主防災組織が連携した避難所訓練の実施 

・町立小中学校における避難所運営体制（エリア防災会）の整備推進 

・被災地・避難所等におけるペット等動物の保護管理体制の整備 

    ◇インフラの長寿命化、耐震化 

     ・水道施設及び水道管の耐震化の推進 

    ◇建築物等の耐震対策の推進 

     ・木造住宅等の耐震化の促進 

     ・小中学校校舎、屋内運動場及び柔剣道場の耐震対策の推進 

    ◇災害時保健医療体制の整備 

・災害時の栄養・食生活支援の実施体制の確保 

     ・災害時における保健指導マニュアルの作成 

    ◇福祉避難所等の運営体制の充実等 

     ・避難行動要支援者支援マニュアルの策定・運用 

     ・避難行動要支援者（災害時要援護者）対策訓練の実施 

     ・女性や子育て家庭、災害時要援護者に配慮した避難所運営の推進 

     ・災害時要援護者の避難誘導、福祉避難所の開設訓練の実施 

    ◇災害時要援護者等の支援体制の充実 

     ・災害時要援護者等の避難場所としての高齢者施設、児童福祉施設及び障害者

福祉施設の利用の促進及び高齢者施設への緊急入所ができる体制の検討 

     ・災害時の介護支援者の確保推進 

     ・障害者に対する情報支援体制の構築 

    ◇災害時応急対策の推進 

     ・災害時における応急仮設住宅建設及び民間賃貸住宅の提供についての協力体

制の整備推進 

     ・町営住宅等の空室の提供マニュアルの整備・運用 
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３．必要不可欠な行政機能を確保する 

 3-1 広範囲かつ長期的な停電発生に伴う信号機の停止等による重大な交通事故や深刻

な交通渋滞の多発 

  ■ 災害対策用交通安全施設等の整備による交通安全対策を推進する。 

    ◇交通規制及び交通安全対策の実施等 

     ・災害対策用交通安全施設等の整備の推進 

 

 3-2 交通網やライフラインの寸断・途絶や職員の被災による行政機関の長期にわたる

機能不全 

  ■ 災害対策本部・初動体制等の強化、業務継続・早期復旧のための体制整備を行

い、災害対応力の強化を図るとともに、防災拠点等の非常用電源確保のため、自

立・分散型電源等の導入を図る。 

    ◇行政の災害対応力の強化 

     ・庁舎の燃料タンクの満量化 

     ・地震発生時等の業務継続体制の確立・検証 

     ・災害時等の会計事務処理の継続及び物品調達等手続きの明確化 

     ・各種システムの緊急時運用体制の確立 

     ・被災時における主要な情報システムの稼働環境の整備 

     ・行政データ、プログラム等のバックアップ機能強化 

    ◇防災体制の充実・強化 

     ・災害時における連絡体制の強化 

     ・勤務所属に登庁できない職員の参集場所・業務の明確化 

     ・非常参集体制の確立 

     ・災害対策本部体制などの防災体制の検証・見直し 

     ・災害対応に関する職員研修の充実・強化 

     ・議会における非常参集体制の強化 

    ◇自立・分散型エネルギーシステムの導入等 

     ・防災拠点施設における自立・分散型電源等の導入の推進 

    ◇道の駅等への防災施設の整備 

     ・道の駅等の防災機能の確保 

◇道路除排雪計画の策定 

     ・道路除排雪計画の策定、運用 

 

４．必要不可欠な情報通信機能・情報サービスを確保する 

 4-1 電力供給停止等による情報通信の麻痺・長期停止 

4-2 テレビ・ラジオ放送の中断等により災害情報が必要な者に伝達できない事態 
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  ■ 発災後のインフラ復旧のため、電気、ガス、電話等関係機関と協議の上、各種マ

ニュアルの整備、防災訓練の実施等に取組む。 

    ◇発災後のインフラ復旧対策の推進 

 

 4-3 災害時に活用する情報サービスが機能停止し、情報の収集・伝達ができず、避難

行動や救助・支援が遅れる事態 

  ■ 町民への正確な情報提供体制や被害情報収集体制の構築、通信機能の強化等を行

うとともに、様々な事態を想定した訓練等により地域防災力の強化を図る。 

    ◇行政の災害対応力の強化 

     ・公用車両の災害対応機能の強化 

    ◇地域防災力の強化 

     ・様々な事態を想定した図上訓練等の実施 

    ◇通信機能の強化 

     ・公衆無線ＬＡＮ環境の整備促進 

     ・防災無線、防災衛星電話、ＦＭ告知端末放送等による情報伝達機能の強化 

    ◇防災・災害情報提供体制の整備 

     ・外国人旅行者に対する防災情報提供体制の整備 

     ・被災者に対する情報提供 

     ・災害時広報マニュアルの策定・運用 

     ・外国人住民に対する多言語による防災情報の提供及び相談体制の整備 

    ◇被災情報の収集体制の確立 

     ・総合的な防災情報システムの構築 

     ・ドローンによる被害状況等の情報収集体制の確立 

     ・被害状況等の効果的情報収集体制の確立 

 

５．経済活動を機能不全に陥らせない 

 5-1 サプライチェーンの寸断等による企業の生産力低下による経営の悪化や倒産 

  ■ 町内企業への災害復旧支援制度の検討、国や県による融資制度等の周知及び相談

体制の充実を図る。 

    ◇企業に対する災害時支援制度の充実等 

     ・事業継続支援制度の検討 

    ◇地域活性化との連携 

     ・町内への企業移転等の推進 

 

 5-2 エネルギー供給の停止による、社会経済活動・サプライチェーンの維持への甚大

な影響 
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  ■ 発災後のインフラ復旧のため、電気、ガス、電話等関係機関と協議の上、各種マ

ニュアルの整備、防災訓練の実施等に取組む。 

    ◇発災後のインフラ復旧対策の推進 

    ◇自立・分散型エネルギーシステムの導入等 

     ・小水力発電等導入の促進 

 

 5-3 基幹的交通ネットワーク（中部横断自動車道・鉄道）の機能停止又は町外との交

通の遮断による物流・人流への甚大な影響 

  ■ 砂防施設整備等の土砂災害対策、橋りょうの耐震化・長寿命化、災害時に備えた

道路ネットワークの整備等により、災害に強い交通網の整備を図るとともに、緊急

物資・燃料の確保、発災後のインフラ復旧対策を推進する。 

  ■ 交通誘導や交通傷害の除去等に係る事業者等との連携により、市街地における被

災建物、放置車両の排除等により避難路を確保する訓練を実施する。 

    ◇交通規制及び交通安全対策の実施等 

     ・交通誘導や交通障害の除去等に係る事業者等による支援体制の確立 

    ◇緊急物資・燃料の確保 

     ・災害時における燃料確保の推進 

    ◇発災後のインフラ復旧対策の推進 

    ◇災害時に備えた道路ネットワークの整備推進 

     ・林道網の整備、確保（災害時の代替輸送路、集落の孤立化防止） 

     ・老朽化した林道施設の長寿命化及び機能強化 

     ・大規模地震などの発生時に緊急輸送道路となる幹線道路の整備 

     ・大規模地震などの発生時に避難路となる生活道路の整備 

    ◇インフラの長寿命化・耐震化 

     ・緊急輸送道路の橋りょうの耐震化の推進 

     ・橋りょうの長寿命化の推進 

◇道路除排雪計画の策定 

     ・道路除排雪計画の策定、運用 

◇土砂災害対策の推進 

     ・土砂災害を防ぐ砂防施設整備の推進  

 

 5-4 食料等の安定供給の停滞 

  ■ 耕作放棄地対策や農業生産基盤の整備等により生産性の向上等を図るとともに、

農業・農村のもつ多面的機能を維持・増進する。 

    ◇農地の保全等による災害対策の推進 

     ・基幹的農業水利施設等の整備 
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    ◇農業・農村の多面的機能の維持・増進 

     ・荒廃農地解消対策の推進 

     ・農地の整備（生産基盤の整備） 

 

６．ライフライン、燃料供給関連施設、交通ネットワーク等の被害を最小限にとどめ 

るとともに、早期に復旧させる 

 6-1 電力供給ネットワークや石油・ＬＰガス等サプライチェーンの長期にわたる機能

の停止 

  ■ 災害に強い自立・分散型エネルギー社会の構築を推進するとともに、発災後のイ

ンフラ復旧対策の推進等を図る。 

    ◇自立・分散型エネルギーシステムの導入等 

     ・木質バイオマスの利活用の推進 

     ・燃料電池自動車及び電気自動車の普及促進 

     ・小水力発電等導入の促進 

    ◇発災後のインフラ復旧対策の推進 

    ◇通信機能の強化 

     ・公衆無線ＬＡＮ環境の整備促進 

 

 6-2 長期にわたる水道の供給停止 

  ■ 水道施設の耐震化、応急給水資機材の整備等を推進するとともに、円滑な給水応

援要請・活動実施のための関係機関との連携、調整等を図る。 

    ◇インフラの長寿命化・耐震化 

     ・水道施設及び水道管の耐震化の推進 

    ◇災害時応急対策の推進 

     ・応急給水資機材の整備推進 

     ・給水協力関係の強化 

 

 6-3 地域交通ネットワークの分断 

  ■ 道路整備、橋りょうの耐震化・長寿命化などにより、災害時に備えた道路ネット

ワークの整備を図るとともに、災害時の応急対策業務体制の整備、道の駅等の防災

機能の拡充、道路除排雪計画の運用等を推進する。 

    ◇災害時応急対策の推進 

     ・災害時における応急対策業務の協力体制の構築 

     ・道路の点検・啓開方法マニュアルの策定及び訓練の実施 

◇道の駅等への防災施設の整備 

     ・道の駅等の防災機能の確保 
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◇災害時に備えた道路ネットワークの整備推進 

     ・林道網の整備、確保（災害時の代替輸送路、集落の孤立化防止） 

     ・老朽化した林道施設の長寿命化及び機能強化 

     ・基幹農道の整備 

     ・大規模地震などの発生時に緊急輸送道路となる幹線道路の整備 

     ・大規模地震などの発生時に避難路となる生活道路の整備 

 ・道路防災危険箇所等の解消 

◇インフラの長寿命化、耐震化 

     ・緊急輸送道路の橋りょうの耐震化の推進 

     ・橋りょうの長寿命化の推進 

    ◇道路除排雪計画の策定 

     ・道路除排雪計画の策定、運用 

    ◇降灰対策の推進 

     ・富士山火山噴火に伴う降灰から鉄道、道路交通等の確保を図る体制づくり 

 

 6-4 防災インフラの長期にわたる機能不全 

  ■ 砂防施設整備等の土砂災害対策を進めるとともに、既存施設の機能維持・増進を

図り、災害発生時の防災体制を強化する。 

    ◇災害時応急対策の推進 

     ・災害時における電源確保の推進 

    ◇洪水被害等を防止する治水対策の推進 

     ・洪水被害を防止する河川整備の推進 

    ◇土砂災害対策の推進 

・土砂災害を防ぐ砂防施設整備の推進  

 

７．制御不能な複合災害・二次災害を発生させない 

 7-1 沿線・沿道の建物倒壊に伴う閉塞 

  ■ 避難路沿道建築物の耐震化を促進するとともに、被災建物等の危険度判定士の確

保等を図る。 

    ◇建築物等の耐震対策の推進 

     ・避難路確保のための建築物等の耐震化の促進 

     ・被災建築物応急危険度判定及び被災宅地危険度判定の実施 

 

7-2 ため池、防災インフラ、天然ダム等の損壊・機能不全や堆積した土砂・火山噴出

物の流出による多数の死傷者の発生 
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  ■ ため池の整備、農村資源の保全管理等による災害対策を推進する。また、既存施

設の機能維持・増進を図る。 

    ◇農地の保全等による災害対策の推進 

     ・老朽化した農業用ため池の整備 

◇土砂災害対策の推進 

・土砂災害を防ぐ砂防施設整備の推進  

 

 7-3 有害物質の大規模拡散・流出 

  ■ 放射性物質等の検査体制の整備、原子力災害対策の推進等を図る。 

    ◇放射性物質等の検査体制の整備 

     ・流通食品、水道水の放射性物質等の検査体制の整備 

     ・農産物の放射性物質等検査体制の整備 

     ・大気中の放射線測定体制の整備 

    ◇原子力災害対策の推進 

 

 7-4 農地・森林等の荒廃による被害の拡大 

  ■ 自立・分散型エネルギーシステムの導入とともに、農村資源の保全管理等の災害

対策、森林の公益的機能の維持・増進、地域活性化との連携等を推進する。 

    ◇自立・分散型エネルギーシステムの導入等 

     ・木質バイオマスの利活用の推進 

    ◇森林の公益的機能の維持・増進 

    ◇農地の保全等による災害対策の推進 

     ・農村資源の保全管理活動の推進 

    ◇農林産物の生産技術の普及等 

     ・農林産物の生産技術対策の普及 

     ・農林業者に対する経営支援制度の周知 

    ◇地域活性化との連携 

     ・町産材需要拡大の推進 

     ・新規就農の促進、高齢者就業機会の確保 

     ・６次産業化支援体制の充実 

     ・就農定着支援の充実、企業の農業参入の促進 

     ・町産材の安定供給のための基盤整備 

 

８．社会・経済が迅速かつ従前より強靭な姿で復興できる条件を整備する 

 8-1 大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復旧・復興が大幅に遅れる事態 

  ■ 災害廃棄物処理体制の整備等を進める。 
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    ◇災害廃棄物処理体制の整備 

     ・災害廃棄物の処理体制の整備 

     ・災害時における応急対策業務の協力体制の推進（災害廃棄物の除去等） 

 

 8-2 復旧・復興を担う人材等（専門家、コーディネーター、労働者、地域に精通した

技術者等）の不足、地域コミュニティの崩壊等により復旧・復興が大幅に遅れる

事態 

  ■ 地域人材の育成、ＮＰＯ、ボランティア団体等との連携などにより、地域防災力

の強化を図るとともに、消防・救急・救助体制の強化、避難所等の運営体制の充

実、地域活性化との連携等を図る。 

    ◇地域防災力の強化 

     ・地区防災計画等の作成促進 

     ・地域防災力の強化を支える人材の育成 

     ・自主防災組織の防災資機材の整備推進 

     ・災害関連ＮＰＯ、ボランティア団体等との連携・協働の推進 

     ・避難所運営マニュアルの作成促進 

     ・避難所管理者と自主防災組織が連携した避難所訓練の実施 

     ・防災士の養成 

    ◇消防、救急、救助体制の強化 

     ・消防団員の確保対策等による消防団の活性化の推進 

     ・消防団の救助資機材等の整備推進 

    ◇地域活性化との連携 

     ・買い物弱者対策への支援 

     ・高齢者の生きがいづくり、健康づくり活動への支援 

     ・町内への移住の促進 

    ◇福祉避難所等の運営体制の充実等 

     ・避難行動要支援者（災害時要援護者）対策訓練の実施 

     ・女性や子育て家庭、災害時要援護者に配慮した避難所運営の推進 

     ・災害時要援護者の避難誘導、福祉避難所の開設訓練の実施 

    ◇建設産業を担う人材の確保等 

     ・建設産業を担う人材の確保・育成の推進 

 

 8-3 貴重な文化財や環境的資産の喪失、地域コミュニティの崩壊等による有形・無形

の文化財の衰退・損失 

  ■ 地域の活性化、森林の公益的機能の維持・増進等を図るとともに、建築物等の耐

震対策を推進する。 
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    ◇地域活性化との連携 

     ・高齢者の生きがいづくり、健康づくり活動への支援 

     ・地域コミュニティ維持・活性化支援 

    ◇森林の公益的機能の維持・増進 

    ◇建築物等の耐震対策の推進 

     ・有形文化財（建造物）の耐震対策の推進  
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２ 施策分野ごとの推進方針 

 

（１）個別施策分野 

  ①行政機能・消防 

   □行政の災害対応力の強化 

    ・庁舎の燃料タンクの満量化 

    ・公用車両の災害対応機能の強化 

・地震発生時等の業務継続体制の確立・検証 

    ・災害時等の会計事務処理の継続及び物品調達等手続きの明確化 

    ・他自治体との連携推進 

   □防災体制の充実・強化 

    ・災害時における連絡体制の強化 

    ・勤務所属に登庁できない職員の参集場所・業務の明確化 

    ・非常参集体制の確立 

    ・災害対策本部体制などの防災体制の検証・見直し 

    ・災害対応に関する職員研修の充実・強化 

    ・大規模災害発生時の初動対応訓練の実施 

    ・災害時に備えた民間企業等との協定締結の推進 

    ・議会における非常参集体制の強化 

    ・災害装備資機材の整備の推進 

   □地域防災力の強化 

    ・様々な事態を想定した図上訓練等の実施 

    ・住民参加型の地震防災訓練の実施 

    ・地区における防災訓練の実施 

    ・地区防災計画等の作成促進 

    ・広域避難計画の策定及び訓練の実施 

    ・地域防災力の強化を支える人材の育成 

    ・自主防災組織の防災資機材の整備推進 

    ・災害関連ＮＰＯ、ボランティア団体等との連携・協働の推進 

    ・消防防災ヘリポートの確保・整備の推進 

    ・避難所運営マニュアルの作成促進 

    ・避難所管理者と自主防災組織が連携した避難所訓練の実施 

    ・被災地・避難所等におけるペット等動物の保護管理体制の整備 

    ・備蓄物資等の確保 

    ・防災士の養成 

   □消防、救助、救急体制の強化 
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    ・消防団員の確保対策等による消防団の活性化の推進 

    ・消防団の救助資機材等の整備推進 

   □交通規制及び交通安全対策の実施等 

    ・交通誘導や交通障害の除去等に係る事業者等による支援体制の確立 

    ・災害対策用交通安全施設等の整備の推進 

    ・緊急輸送道路の通行に関する広域訓練の実施 

   □町庁舎等の耐震対策 

 

  ②住宅・都市 

   □地域防災力の強化 

    ・耐震性貯水槽の整備推進 

    ・町立小中学校における避難所運営体制（エリア防災会）の整備推進 

    ・文化施設等における防災対策の推進 

   □帰宅困難者対策等の推進 

    ・帰宅困難者等の搬送体制の構築 

    ・庁舎内の避難者の対応検討 

    ・帰宅困難者対策の推進 

   □自立・分散型エネルギーシステムの導入等 

    ・防災拠点施設における自立・分散型電源等の導入の推進 

   □災害時応急対策の推進 

    ・災害時における応急対策業務の協力体制の構築 

    ・災害時における応急仮設住宅建設及び民間賃貸住宅の提供についての協力体制

の整備推進 

    ・町営住宅等の空室の提供マニュアルの整備・運用 

    ・災害時における電源確保の推進 

    ・応急給水資機材の整備推進 

    ・給水協力関係の強化 

   □インフラの長寿命化、耐震化 

    ・水道施設及び水道管の耐震化の推進 

    ・町営住宅の長寿命化の推進 

   □災害に強いまちづくりの推進 

    ・空き家対策の推進 

   □建築物等の耐震対策の推進 

    ・木造住宅等の耐震化の促進 

    ・避難路確保のための建築物等の耐震化の促進 

    ・保育所・幼稚園の耐震化の推進・促進 
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    ・被災建築物応急危険度判定及び被災宅地危険度判定の実施 

    ・小中学校校舎、屋内運動場及び柔剣道場の耐震対策の推進 

    ・有形文化財（建造物）の耐震対策の推進 

   □地域活性化との連携 

    ・地域コミュニティ維持・活性化支援 

    ・買い物弱者対策への支援 

 

  ③保健医療・福祉 

   □福祉避難所等の運営体制の充実等 

    ・避難行動要支援者（災害時要援護者）対策訓練の実施 

    ・女性や子育て家庭、災害時要援護者に配慮した避難所運営の推進 

    ・避難行動要支援者支援マニュアルの策定・運用 

    ・災害時要援護者の避難誘導、福祉避難所の開設訓練の実施 

   □地域防災力の強化 

    ・被災地・避難所等におけるペット等動物の保護管理体制の整備 

   □災害時応急対策の推進 

    ・災害時における保健医療救護の協力体制の構築 

□社会福祉施設の防災資機材等の整備 

    ・高齢者施設及び障害者福祉施設における防災資機材等の整備促進 

   □災害時要援護者等の支援体制の充実 

    ・災害時要援護者等の避難場所としての高齢者施設、児童福祉施設及び障害者福 

祉施設の利用の促進及び高齢者施設への緊急入所ができる体制の検討 

    ・災害時の介護支援者の確保推進 

    ・障害者に対する情報支援体制の構築 

□災害時保健医療体制の整備 

    ・災害時における保健指導マニュアルの作成 

    ・災害時の栄養・食生活支援の実施体制の確保 

    ・医薬品等の備蓄・供給体制の整備 

    ・災害時医療従事者の確保 

    ・透析患者及び在宅酸素使用者の支援体制の整備 

   □建築物等の耐震対策の推進 

    ・医療施設の耐震化の推進 

   □地域活性化との連携 

    ・高齢者の生きがいづくり、健康づくり活動への支援 

 

  ④産業・エネルギー 
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   □発災後のインフラ復旧対策の推進 

   □自立・分散型エネルギーシステムの導入等 

    ・木質バイオマスの利活用の推進 

    ・燃料電池自動車及び電気自動車の普及促進 

    ・小水力発電等導入の促進 

   □企業に対する災害時支援制度の充実等 

    ・事業継続支援制度の検討 

   □滞留旅客対策等の推進 

    ・観光事業者等と連携した帰宅困難者・滞留旅客対策の推進 

   □防災・災害情報提供体制の整備 

    ・外国人旅行者に対する防災情報提供体制の整備 

   □建設産業を担う人材の確保等 

    ・建設産業を担う人材の確保・育成の推進 

   □地域活性化との連携 

    ・町内への企業移転等の推進 

    ・町産材需要拡大の推進 

  

  ⑤情報通信 

   □防災・災害情報提供体制の整備 

    ・被災者に対する情報提供 

    ・災害時広報マニュアルの策定・運用 

    ・外国人旅行者に対する防災情報提供体制の整備 

    ・外国人住民に対する多言語による防災情報の提供及び相談体制の整備 

   □行政の災害対応力の強化 

    ・各種システムの緊急時運用体制の確立 

    ・被災時における主要な情報システムの稼働環境の整備 

    ・行政データ、プログラム等のバックアップ機能強化 

   □発災後のインフラ復旧対策の推進 

   □被災情報の収集体制の確立 

    ・総合的な防災情報システムの構築 

    ・ドローンによる被害状況等の情報収集体制の確立 

    ・被害状況等の効果的情報収集体制の確立 

   □通信機能の強化 

    ・災害時の災害拠点医療施設等における通信機能の確保 

    ・防災無線、防災衛星電話、ＦＭ告知端末放送等による情報伝達機能の強化 

    ・公衆無線ＬＡＮ環境の整備促進 
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  ⑥交通・物流 

   □緊急物資・燃料の確保 

    ・緊急物資の調達（調達の協定） 

    ・緊急物資の確保・供給（調達の協定、県外救援物資受け入れ体制の整備） 

    ・災害時における燃料確保の推進 

    ・災害に強い物流システムの構築 

   □発災後のインフラ復旧対策の推進 

   □災害時応急対策の推進 

    ・災害時における応急対策業務の協力体制の構築 

    ・道路の点検・啓開方法マニュアルの策定及び訓練の実施 

   □建設産業を担う人材の確保等 

    ・建設産業を担う人材の確保・育成の推進 

   □災害に強いまちづくりの推進 

    ・電線類の地中化の推進 

   □道の駅等への防災施設の整備 

    ・道の駅等の防災機能の確保 

   □災害時に備えた道路ネットワークの整備推進 

    ・林道網の整備、確保（災害時の代替輸送路、集落の孤立化防止） 

    ・老朽化した林道施設の長寿命化及び機能強化 

    ・基幹農道の整備 

    ・大規模地震などの発生時に緊急輸送道路となる幹線道路の整備 

    ・大規模地震などの発生時に避難路となる生活道路の整備 

    ・道路防災危険箇所等の解消 

   □インフラの長寿命化、耐震化 

    ・緊急輸送道路の橋りょうの耐震化の推進 

    ・橋りょうの長寿命化の推進 

   □降灰対策の推進 

・富士山火山噴火に伴う降灰から鉄道、道路交通等の確保を図る体制づくり 

   □道路除排雪計画の策定 

    ・道路除排雪計画の策定、運用 

 

⑦農林水産 

   □森林の公益的機能の維持・増進 

   □自立・分散型エネルギーシステムの導入等 

    ・木質バイオマスの利活用の推進 
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   □災害時応急対策の推進 

    ・災害時における応急対策業務の協力体制の構築 

    ・環境悪化を防ぐための応急対策の推進 

   □土砂災害対策の推進 

    ・治山事業による土砂災害対策の推進 

   □農地の保全等による災害対策の推進 

    ・農村資源の保全管理活動の推進 

    ・老朽化した農業用ため池の整備 

    ・土砂災害等を防ぐ農業用水利施設等の整備 

    ・基幹的農業水利施設等の整備 

    ・浸水・浸食被害を防ぐ農業用水利施設等の整備 

   □農林産物の生産技術の普及等 

    ・農林産物の生産技術対策の普及 

    ・農林業者に対する経営支援制度の周知 

   □放射性物質等の検査体制の整備 

    ・流通食品、水道水の放射性物質等の検査体制の整備 

    ・農産物の放射性物質等検査体制の整備 

   □災害時に備えた道路ネットワークの整備推進 

    ・基幹農道の整備 

   □農業・農村の多面的機能の維持・増進 

    ・荒廃農地解消対策の推進 

    ・農地の整備（生産基盤の整備） 

   □地域活性化との連携 

    ・町産材需要拡大の推進 

    ・新規就農の促進、高齢者就業機会の確保 

    ・６次産業化支援体制の充実 

    ・就農定着支援の充実、企業の農業参入の促進 

    ・町産材の安定供給のための基盤整備 

    ・町内への移住の促進 

 

  ⑧国土保全 

   □原子力災害対策の推進 

   □森林の公益的機能の維持・増進 

   □災害廃棄物処理体制の整備 

    ・災害廃棄物の処理体制の整備 

    ・災害時における応急対策業務の協力体制の推進（災害廃棄物の除去等） 



32 

 

   □災害時応急対策の推進 

    ・災害時における応急対策業務の協力体制の構築 

   □土砂災害対策の推進 

    ・治山事業による土砂災害対策の推進 

    ・土砂災害を防ぐ砂防施設整備の推進 

   □農地の保全等による災害対策の推進 

    ・老朽化した農業用ため池の整備 

    ・浸水・浸食被害を防ぐ農業用水利施設等の整備 

    ・土砂災害を防ぐ農業用水利施設等の整備 

    ・基幹的農業水利施設等の整備 

   □洪水被害等を防止する治水対策の推進 

    ・洪水被害を防止する河川整備の推進 

   □農業・農村の多面的機能の維持・増進 

    ・荒廃農地解消対策の推進 

    ・農地の整備（生産基盤の整備） 

   □水防対策の推進 

    ・水防訓練の実施 

    ・水防用資材の備蓄の推進 

   □放射性物質等の検査体制の整備 

    ・大気中の放射線測定体制の整備 

   □インフラ長寿命化、耐震化 

    ・水道施設及び水道管の耐震化の推進 

     

（２）横断的分野 

  ①老朽化対策 

   □公共施設等の総合的・計画的な管理の推進 

    ・公共施設等総合管理計画の見直しと管理 

□医療施設の老朽化対策の推進 

    ・医療施設の耐震化の推進 

   □水道施設の老朽化対策の推進 

    ・水道施設及び水道管の耐震化の推進 

   □道路、橋りょう等の老朽化対策の推進 

    ・緊急輸送道路の橋りょうの耐震化の推進 

    ・橋りょうの長寿命化の推進 

    ・老朽化した林道施設の長寿命化及び機能強化 

    ・基幹農道の整備 
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    ・緊急輸送道路及び生活道路における老朽化対策 

   □農業用施設等の老朽化対策の推進 

    ・農村資源の保全管理活動の推進 

    ・老朽化した農業用ため池の整備 

    ・土砂災害等を防ぐ農業用水利施設等の整備 

    ・基幹的農業水利施設等の整備 

    ・浸水・浸食被害を防ぐ農業用水利施設等の整備 

    ・農地の整備（生産基盤の整備） 

   □町営住宅の老朽化対策の推進 

    ・町営住宅の長寿命化の推進 

 

  ②リスクコミュニケーション 

   □災害時相談支援体制の充実 

 ・被災者の総合相談体制の充実 

    ・災害時の町税救済措置制度の周知・円滑な対応 

    ・被災者の生活再建支援の充実 

    ・災害時の心のケア研修の実施 

   □防災教育等による地域防災力の強化 

    ・効果的な防災教育のための情報共有、連携等の促進 

    ・町民の防災意識の啓発 

    ・家庭や事業所等における備蓄充実の促進 

    ・外国人住民に対する多言語による防災情報の提供及び相談体制の整備 

    ・土砂災害防災訓練の実施 

    ・警戒宣言発令時における自動車の不使用・自粛に関する広報等の実施 

   □学校における防災教育等の推進 

    ・各種防災教室などの実施 

    ・小中学校における防災対策、児童生徒に対する防災教育及び安全確保対策の推 

 進 

    ・小中学校の教職員のカウンセリング知識の向上 

   □ハザードマップ等による災害危険箇所等の周知 

    ・土砂災害・洪水ハザードマップの周知 

 

  ③地域振興 

   □地域防災力の強化 

    ・住民参加型の地震防災訓練の実施 

    ・地区における防災訓練の実施 
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    ・自主防災組織の防災資機材の整備促進 

    ・他自治体との連携推進 

    ・地域防災力の強化を支える人材の育成 

    ・災害関連ＮＰＯ、ボランティア団体等との連携・協働の推進 

   □地域活性化との連携 

    ・地域コミュニティ維持・活性化支援 

    ・買い物弱者対策への支援 

    ・高齢者の生きがいづくり、健康づくり活動への支援 

    ・町内への企業移転等の推進 

    ・町産材需要拡大の推進 

    ・新規就農の促進、高齢者就業機会の確保 

    ・６次産業化支援体制の充実 

    ・就農定着支援の充実、企業の農業参入の促進 

    ・町産材の安定供給のための基盤整備 

    ・町内への移住の促進 

 

 

 

 

 

（３）複合的組織分野 

  大規模な自然災害発生などによる事態を想定し、全ての施策分野において、複合的に

事業を推進していくものとする。 
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第５章 施策の重点化 

 

１ 特に回避すべき「起きてはならない最悪の事態」の選定 

  限られた能力、財源で町土の強靭化を進めるためには、施策の優先度の高いものにつ

いて重点化しながら進める必要がある。 

  このため、８の「事前に備えるべき目標」に係る３１の「起きてはならない最悪の事

態」の中から、人命の保護、どの災害でも起こりうる共通性・広汎性、本町の地域的特

性等の観点から、特に回避すべき１５の「起きてはならない最悪の事態」を選定した。 

 

特に回避すべき起きてはならない最悪の事態 

事前に備えるべき目標 特に回避すべき起きてはならない最悪の事態(１５事態) 

 

 

 

１ 

 

 

 

直接死を最大限防ぐ 

1-1 住宅・建物・交通施設等の複合的・大規模倒壊や

不特定多数が集まる施設の倒壊による多数の死傷

者の発生 

1-2 住宅密集地や不特定多数が集まる施設における大

規模火災による多数の死傷者の発生 

1-3 豪雨等による突発的又は広域かつ長期的な市街地

等の浸水による多数の死傷者の発生 

1-4 大規模な土砂災害による多数の死傷者の発生 

 

 

 

２ 

 

救助・救急、医療活動

等が迅速に行われると

ともに、被災者等の健

康・避難生活環境を確

実に確保する 

2-1 交通網の寸断・途絶等により被災地で必要な物資

が行き渡らない事態 

2-2 多数かつ長期にわたる孤立集落等の同時発生 

2-3 消防等の被災等による救助・救急活動等の絶対的

不足や医療施設及び関係者の被災、交通網やライ

フラインの寸断・途絶等による医療機能の麻痺又

は大幅な低下 

３ 必要不可欠な行政機能

を確保する 

3-2 交通網やライフラインの寸断・途絶や職員の被災

による行政機関の長期にわたる機能不全 

 

４ 

必要不可欠な情報通信

機能・情報サービスを

確保する 

4-3 災害時に活用する情報サービスが機能停止し、情

報の収集・伝達ができず、避難行動や救助・支援

が遅れる事態 

 

５ 

 

経済活動を機能不全に

陥らせない 

5-3 基幹的交通ネットワーク（中部横断自動車道・鉄

道）の機能停止又は町外との交通の遮断による物

流・人流への甚大な影響 

5-4 食料等の安定供給の停滞 
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６ 

ライフライン、燃料供

給関連施設、交通ネッ

トワーク等の被害を最

小限にとどめるととも

に、早期に復旧させる 

6-1 電力供給ネットワークや石油・ＬＰガス等サプラ

イチェーン等の長期にわたる機能の停止 

 

6-3 地域交通ネットワークの分断 

 

 

８ 

 

社会・経済が迅速かつ

従前より強靭な姿で復

興できる条件を整備す

る 

8-1 大量に発生する災害廃棄物の処理の停滞により復

旧・復興が大幅に遅れる事態 

8-2 復旧・復興を担う人材等（専門家、コーディネー

ター、労働者、地域に精通した技術者等）の不

足、地域コミュニティの崩壊等により復旧・復興

が大幅に遅れる事態 

 

２ 施策の重点化 

  １の特に回避すべき「起きてはならない最悪の事態」に対応する施策の中から、脆弱

性評価の結果を踏まえ、起きてはならない最悪の事態を回避するために効果が大きい施

策又は緊急性が高い施策、影響が広範囲にわたる施策、災害時だけでなく平時の活用度

が高い施策等を優先度の高い施策として選定し、本計画において特定したリスク（大規

模自然災害）ごとの対策として整理した。 

  なお、施策の重点化については、毎年度の計画の進捗管理を踏まえ、適宜見直す。 

 

（１）地震 

  ア 耐震化等の対策                              

    建築物の地震に対する安全性向上のため、町庁舎、学校等の公的施設、大規模建

築物、避難路沿道建築物、住宅等の耐震対策の促進を図るとともに、インフラの長

寿命化・耐震化、電線類地中化の実施等を通して災害に強い地域づくりを推進す

る。 

    また、住民参加型の防災訓練等の各種訓練を通して町民の防災意識を高め、災害

対応力の向上を図る。 

   〇建築物等の耐震対策の推進 

    ・小中学校校舎、屋内運動場及び柔剣道場の耐震対策の推進 

    ・保育所・幼稚園の耐震化の推進・促進  ・木造住宅等の耐震化の促進 

    ・避難路確保のための建築物等の耐震化の促進  ・医療施設の耐震化の推進 

   〇町庁舎等の耐震対策 

   〇災害に強いまちづくりの推進 

    ・空き家対策の推進  ・電線類の地中化の推進 

   〇インフラの長寿命化、耐震化 
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    ・町営住宅の長寿命化の推進  ・橋りょう長寿命化の推進 

    ・緊急輸送道路の橋りょうの耐震化の推進 

   〇地域防災力の強化 

    ・住民参加型の地震防災訓練の実施 

    ・地区における防災訓練の実施 

  イ 土砂災害等による陸の孤島化対策                      

    土砂災害から町民の生命・財産を守る治山施設や砂防施設等の整備を進めるとと

もに、公益的機能が発揮される森林の整備・保全、農地の保全対策等を推進する。 

 陸の孤島化対策として、避難路・緊急輸送道路・代替輸送路となる道路を整備

し、災害に強い交通網の整備を図る。また、発災時の生活必需物資の調達、サプラ

イチェーン維持のための各関係業者との協定締結を推進するとともに、発災後の道

路機能を迅速に回復させるための道の駅等の防災機能拡充やインフラ復旧のための

体制整備を推進する。 

   〇土砂災害対策の推進 

    ・治山事業による土砂災害対策の推進  ・土砂災害を防ぐ砂防施設整備の推進 

   〇森林の公益的機能の維持・増進 

   〇農地の保全等による災害対策の推進 

    ・土砂災害を防ぐ農業用水利施設等の整備 

   〇緊急物資・燃料の確保 

    ・緊急物資の調達（調達の協定）  ・災害時における燃料確保の推進 

    ・緊急物資の確保・供給（調達の協定、県外救援物資受け入れ態勢の整備） 

   〇道の駅等への防災施設の整備 

    ・道の駅等の防災機能の確保 

   〇災害時に備えた道路ネットワークの整備推進 

    ・林道網の整備、確保（災害時の代替輸送路、集落の孤立化防止） 

    ・老朽化した林道施設の長寿命化及び機能強化  ・基幹農道の整備 

    ・大規模地震などの発生時に緊急輸送道路となる幹線道路の整備 

    ・大規模地震などの発生時に避難路となる生活道路の整備 

    ・道路防災危険箇所等の解消 

   〇インフラの長寿命化、耐震化 

    ・緊急輸送道路の橋りょうの耐震化の推進  ・橋りょう長寿命化の推進 

    ・水道施設及び水道管の耐震化の推進 

   〇発災後のインフラ復旧対策の推進 

 

（２）富士山火山噴火 

  ア 富士山火山噴火対策                            
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    降灰対策についての体制づくりを進める。 

   〇降灰対策の推進 

・富士山火山噴火に伴う降灰から鉄道、道路交通等の確保を図る体制づくり 

 

（３）豪雨・豪雪 

  ア 水害対策                                 

    町民の生命・財産を守るための河川整備や洪水時の広域避難体制の整備、水防訓

練等の実施に取組む。 

   〇地域防災力の強化 

・広域避難計画の策定及び訓練の実施 

   〇洪水被害等を防止する治水対策の推進 

・洪水被害を防止する河川整備の推進 

   〇水防対策の推進 

・水防訓練の実施 

   〇農地の保全等による災害対策の推進 

・浸水・浸食被害を防ぐ農業用水利施設等の整備 

  イ 土砂災害等による陸の孤島化対策                      

    土砂災害から町民の生命・財産を守る治山施設や砂防施設等の整備を進めるとと

もに公益的機能が発揮される森林の整備・保全、農地の保全対策等を推進する。 

 陸の孤島化対策として、避難路・緊急輸送道路・代替輸送路となる道路を整備

し、災害に強い交通網の整備を図る。また、発災時の生活必需物資の調達、サプラ

イチェーン維持のための各関係業者との協定締結を推進するとともに、発災後の道

路機能を迅速に回復させるための道の駅等の防災機能拡充やインフラ復旧のための

体制整備を推進する。 

    「（１）イ 土砂災害等による陸の孤島化対策」に次の施策を追加する。 

   〇道路除排雪計画の策定 

    ・道路除排雪計画の策定、運用 

 

（４）すべての災害に関連する事項 

  ア 情報収集・発信体制の強化                         

    町民への正確な情報提供体制の構築、被災情報の迅速な収集・共有のためのシス

テム整備等の被害情報収集体制の構築、通信機能の強化を行う。また、外国人住

民・旅行者に対する防災情報提供体制の整備を促進する。 

   〇通信機能の強化 

・公衆無線ＬＡＮ環境の整備促進  

    ・防災無線、防災衛星電話、ＦＭ告知端末放送等による情報伝達機能の強化 
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   〇防災・災害情報提供体制の整備 

    ・被災者に対する情報提供  ・外国人旅行者に対する防災情報提供体制の整備 

    ・外国人住民に対する多言語による防災情報の提供及び相談体制の整備 

   〇被災情報の収集体制の確立 

・被害状況等の効果的情報収集体制の確立 

・ドローンによる被害状況等の情報収集体制の確立 

  イ 救助・救急活動体制、医療・救護活動体制の充実強化             

    広域医療搬送体制の整備を推進し、災害時保健医療体制の強化を図る。 

   〇地域防災力の強化 

    ・消防防災ヘリポートの確保・整備の推進 

   〇消防・救急・救助体制の強化 

   〇災害時保健医療体制の整備 

  ウ 行政機関の維持                              

    庁舎等の耐震対策や災害対策本部の初動体制等の強化、業務継続・早期復旧のた

めの体制整備等を行い、行政の災害対応力の強化を図る。 

    また、防災拠点等の非常用電源を確保するため、自立・分散型電源等の導入を図

る。 

〇行政の災害対応力の強化 

    ・地震発生時等の業務継続体制の確立・検証 

    ・災害時等の会計事務処理の継続及び物品調達等手続きの明確化 

    ・各種システムの緊急時運用体制の確立 

    ・被災時における主要な情報システムの稼働環境の整備 

   〇防災体制の充実・強化 

    ・非常参集体制の確立  ・災害対策本部体制などの防災体制の検証・見直し 

   〇地域防災力の強化 

   〇町庁舎等の耐震対策 

   〇自立・分散型エネルギーシステムの導入等 

    ・防災拠点施設における自立・分散型電源等の導入の推進 

  エ 食料の安定供給                              

    食料の安定供給のため、荒廃農地の発生防止・解消を図るとともに、未整形な農

地や老朽化等により機能が低下した農道、農業水利施設等を抱える地域において、

生産基盤を整備して生産性の向上、農家経営の安定化を図り、農業・農村のもつ多

面的機能が十分に発揮されるよう事業を推進する。 

   〇農業・農村の多面的機能の維持・増進 

    ・荒廃農地解消対策の推進 

    ・農地の整備（生産基盤の整備） 
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  オ 自立・分散型エネルギーシステムの導入等                  

    地域の活性化や、安全・安心な地域づくりを推進するため、太陽光や小水力、バ

イオマス等の再生可能エネルギーに加え、燃料電池や新エネルギー等をバランスよ

く導入し、エネルギー供給力を充実させ、災害に強く平常時の省エネにも貢献でき

る、自立・分散型エネルギー社会の構築を推進する。 

   〇自立・分散型エネルギーシステムの導入等 

    ・木質バイオマスの利活用の推進  ・燃料電池自動車及び電気自動車の普及促進 

    ・小水力発電等導入の促進 

   〇発災後のインフラ復旧対策の推進 

  カ 地域交通ネットワークの維持                        

    避難路・緊急輸送道路・代替輸送路となる道路の整備や橋りょうの長寿命化、耐

震化等により、災害時に備えた道路ネットワークの整備を図る。 

    また、災害時の応急対策業務体制を整備するとともに、道路機能を迅速に回復さ

せるため、道の駅等の防災機能の確保等を推進する。 

   〇災害時に備えた道路ネットワークの整備推進 

    ・林道網の整備、確保（災害時の代替輸送路、集落の孤立化防止） 

    ・老朽化した林道施設の長寿命化及び機能強化  ・基幹農道の整備 

    ・大規模地震などの発生時に緊急輸送道路となる幹線道路の整備 

    ・大規模地震などの発生時に避難路となる生活道路の整備 

    ・道路防災危険箇所等の解消 

   〇インフラの長寿命化、耐震化 

    ・緊急輸送道路の橋りょうの耐震化の推進  ・橋りょう長寿命化の推進 

   〇災害時応急対策の推進 

・災害時における応急対策業務の協力体制の構築 

・道路の点検・啓開方法マニュアルの策定及び訓練の実施 

   〇道の駅等への防災施設の整備 

    ・道の駅等の防災機能の確保 

   〇道路除排雪計画の策定 

    ・道路除排雪計画の策定、運用 

  キ 防災教育・普及啓発の推進                         

    災害時における相談支援体制の充実、ハザードマップ等による災害危険箇所等の

周知、学校における防災教育等を通して災害に対する意識啓発や災害対応力の向上

を図る。 

    また、防災教育関連事業の一層の充実を図るため、関係各課等の情報共有や相互

連携を推進する。 

〇災害時相談支援体制の充実 
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 ・被災者の総合相談体制の充実 

・災害時の町税救済措置制度の周知・円滑な対応 

    ・被災者の生活再建支援の充実 

    ・災害時の心のケア研修の実施 

〇防災教育等による地域防災力の強化 

    ・効果的な防災教育のための情報共有、連携等の促進 

    ・町民の防災意識の啓発 

    ・家庭や事業所等における備蓄充実の促進 

   〇学校における防災教育等の推進 

    ・各種防災教室などの実施 

    ・小中学校における防災対策、児童生徒に対する防災教育及び安全確保対策の推進 

   〇ハザードマップ等による災害危険箇所等の周知 

    ・土砂災害・洪水ハザードマップの周知 

  ク 人材育成の推進                              

    防災対策に関する意識啓発及び防災士の養成を進め、地域の防災力を支える人材

を育成する。 

   〇地域防災力の強化 

    ・地域防災力の強化を支える人材の育成 

    ・防災士の養成 

  ケ 官民連携の推進                              

    災害時における相談支援体制の充実とともに、ＮＰＯ、ボランティア団体等との

連携の促進により防災体制の強化を図る。 

   〇災害時相談支援体制の充実 

    ・被災者の総合相談体制の充実 

   〇地域防災力の強化 

    ・災害関連ＮＰＯ、ボランティア団体等との連携・協働の推進 

  コ 老朽化対策の推進                             

    これから更新時期を迎える老朽施設が増加することを見据え、公共施設等の総合

的かつ計画的な管理を推進する計画を策定し、フォローアップするとともに、個別

の長寿命化計画に基づき計画的な公共施設等の老朽化対策を推進する。 

   〇公共施設等の総合的・計画的な管理の推進 

    ・公共施設等総合管理計画の見直しと管理 
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第６章 計画の推進と見直し 

 

１ 計画の進捗管理と見直し 

  本町の強靭化の実現には、本計画に掲げる関連施策を総合的かつ計画的に実施するこ

とが必要である。そのため、計画の進捗管理と見直しを適切に行うための体制を整備

し、ＰＤＣＡサイクルによる改善を重ねていく。 

 

２ 計画の推進期間 

  本計画は、他の計画の指針という性格や中長期的な推進方針となることから、令和３

年度から令和７年度までの５年を推進期間とする。 

  ただし、施策の進捗や本町を取り巻く状況の変化に応じて必要な見直しを行う。 

 

３ 他の計画等の見直し 

  本計画は地域強靭化の観点から様々な計画の指針となるものであるため、他の計画等

においては、必要に応じて所要の検討を行い、本計画との整合性を図っていく。 


